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中小企業の事業活動の活発化・自立、そして共存共栄のためには、利益の適正な分配等が重要であり、政府では、下
請代金支払遅延等防止法（以下「下請法」）、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（以下「独禁法」）の
執行の一層の強化、違反行為の調査、措置の実施に日々努めています。

しかしながら、こうした規制法による対応にもかかわらず、中小企業に不利益が押し付けられてしまっているという
ような、不適正な取引が数多く存在しています。

そのため政府では、上記の取組に加え、取引慣行の改善を図るために、以下に掲げる取組を進めています。

① 事業所管省庁による「業種別ガイドライン」の策定・改定
② 各業種の主要な業界団体による「自主行動計画」の策定・改定
③ 経営者による取引先との共存共栄の取組を宣言する「パートナーシップ構築宣言」の実施
④ 個別企業に対する下請中小企業振興法（以下「下請振興法」）第4条に基づく行政指導（「指導・助言」）の実施

これらの取組と密接に関連しているのが、親事業者と下請事業者の望ましい取引関係を確立するための足掛かりと
なる「振興基準」です。今般、新型コロナウイルスの影響の長期化に加え、ウクライナ情勢の緊迫化や円安の進展によ
り、エネルギーや原材料の価格が高騰した結果、多くの中小企業がコスト増に直面している状況等を踏まえ、より一
層の下請中小企業の振興を図るため、本基準を改正いたしました。
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新たな「振興基準」の3つのルール

下請振興法では、下請中小企業の振興を図るために必要なときは、
振興基準に定める事項について、指導及び助言を行うことができる旨が定められています。

今般の改正においては、各規定の「語尾」を整理することにより、
行うべき取組に重み付け（特に❶の規定を対象に、場合によって指導・助言の対象とする）をすることで、
企業がどのような取組を重点的に行うべきかを明確に示しています。

以下、このガイドブックにおいては、上記の❶～❸のカテゴリを示しつつ、主な規定内容を紹介していきます。

親事業者におかれては、例えば社内研修・担当者教育等にご活用いただいたり、
また下請事業者におかれては、親事業者との交渉の際に、
国が求める取引ルールとして「振興基準」の規定を示していただくといった活用方法もあるかと存じます。

各企業において営業・調達等を担当される皆様、
そしてそれらを統括する経営者・責任者の皆様に、幅広く参考にしていただければ幸いです。

振興基準には
3つのルールが
あります

❶ 「～するものとする。」
→ 全ての事業者が当然行うべきであると考えられる取組を示す規定です。

❷ 「～するよう努めるものとする。」
→ 全ての事業者が積極的に行うことが望ましい取組を示す規定です。

❸ 「～することを徹底する。」
→ 下請法で規律される行為を示す規定です。
　（下請法適用対象外の取引では、❶と同様の位置づけとなります）

下請中小企業振興法
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第1

第2

下請事業者の生産性の向上、
品質の改善等

親事業者と下請事業者はイコールパートナーであり、適正な取引を進め、
サプライチェーン全体の共存共栄を目指すことが求められます。

● 親事業者は、下請事業者が働き方改革、生産性の向上等に取り組むことができるよう配慮して、下請事
業者に対する発注条件、取引条件等を設定するよう努めるものとする。【❷】

● 親事業者は、下請事業者のグリーン化、情報化等を支援し、また、下請事業者その他の事業者と既存の
取引関係、系列、企業規模等を超えた連携を進めること等により、サプライチェーン全体における付加
価値向上及び共存共栄の実現に努めるものとする。【❷】

● 親事業者は、下請事業者が長期的な需要見通しの下に経営方針を立てることができるよう、下請事業
者に対する発注分野をできる限り具体的に定め、提示するものとする。【❶】

● 親事業者は、提示した発注分野を、できる限り変更しないよう努めるものとする。【❷】

発注分野の明確化、発注方法の改善

下請事業者の経営を安定させるため、親事業者には、
できる限り長期的な見通しのきく発注分野の提示が求められます。

仕様が
変わったから
いらない作ったのは

貴社でしょ

勘弁してしくださいよ

話が違うじゃ
ないですか

【本文　重要部分のみ抜粋】
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発注は、必要なリードタイムを考慮して行うとともに、
発注予定数量と発注数量が大きく異なった場合には、
必要なコスト負担等が必要です。

● 親事業者は、下請事業者に発注するときは、下請事業者の生産に必要なリードタイム、原材料の最小購
入単位等を十分に考慮して発注するものとする。【❶】

● 親事業者は、合理的理由なくして発注予定数量と実際の発注数量に大きな乖離が生じた場合であっ
て、下請事業者から要請があったときは、下請事業者と十分に協議して、製品在庫等の買取り、追加コ
ストの支払い等の措置を講ずるものとする。【❶】

下請事業者に無理なしわ寄せをしないため、
親事業者には、納期や納入頻度の適正化が求められます。

● 納期及び納入頻度は、下請事業者にとって無理がなく、かつ、労働時間の短縮が可能なものとなるよう、
親事業者及び下請事業者が協議して決定するものとする。【❶】

● 親事業者は、下請事業者の労働時間短
縮等の働き方改革の妨げとなる週末発
注・週初納入、終業後発注・翌朝納入、
発注内容の変更等を抑制するとともに、
下請事業者の納入事務の軽減に協力す
るものとする。【❶】

やっぱり
3,000個で

知らないよ
発注するから
原材料よろしくね

5,000個

原材料どう
するんですか

承知しました ×2,000

3ヶ月後

設計変更で！
ここも変更！

納期・価格は
そのままで

こっちも！
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第3

● 下請事業者は、管理能力の向上、事務量の軽減、事務の迅速化等の業務工程の見直しによる効率性の
向上のため、必要なセキュリティ対策と併せて、次の事項に積極的に対応するよう努めるものとする。【❷】

① 情報化に係る責任者の配備及び企業内システムの改善（業務のデジタル化推進を含む）
② 中小企業共通EDI（電子データ交換）等による電子受発注
③ 電子的な決済等（インターネットバンキング、電子記録債権、全銀EDIシステム等の活用）

● 親事業者は、自社（子会社・関連会社を含む）で下請事業者との取引に用いている電子受発注システ
ムの共通化に努めるものとする。（例：自社内で事業所ごとにバラバラのシステムを下請事業者に押し
付けない）【❷】

● 親事業者は、下請事業者に対し電子受発注等を行う場合には、次の事項に留意して、これを行うものと
する。【❶】

① 下請事業者に対し、電子受発注等を導入する効果、コスト負担等の説明を十分に行うこと。
② 電子受発注等を行うか否かの決定に当たっては、下請事業者の自主的な判断を十分に尊重することとし、
これに応じないことを理由として、不当に取引の条件又は実施について不利な取扱いをしないこと。

③ 下請事業者に対し、正当な理由なく、自らの指定するコンピュータその他の機器又はソフトウェア等の
購入又は使用を求めないこと。

④ 下請事業者に対する電子受発注等に係る指導等の際、併せてその経営、財務等の情報を把握すること
等により、その経営の自主性を侵さないこと。

⑤ 自らが負担すべき費用を下請事業者に負担させないこと。
⑥ 下請事業者が不測の不利益を被ることがないよう、親事業者及び下請事業者双方の費用分担、取引条
件等について、事前に基本契約書又はこれに準ずる書面等により明確に定めておくこと。

⑦ その他政府により定められている電子受発注等についての指針を遵守すること。

設備導入、技術向上、事業の共同化

電子受発注や電子決済等の導入を進めることは重要です。
しかし、そのために自らが負担すべきコスト等を、
下請事業者に負担させてはいけません。

● 親事業者は、下請事業者の事業承継の意向及び状況の把握に努めるものとし、サプライチェーン全体
の機能維持のため、必要に応じて計画的な事業承継の準備を促す等、下請事業者の事業承継に関し
積極的な役割を果たすものとする。【❶】

サプライチェーン全体の機能維持のためにも、下請事業者の事業承継に関し、
親事業者の積極的な状況の把握や協力などが求められます。
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第4-①　対価の決定方法の改善（価格交渉・価格転嫁）

どのような取引であっても、
年に1回以上は価格協議を行うことが求められます。

● 毎年9月及び3月の「価格交渉促進月間」の
機会を捉える等により、少なくとも年に1回
以上の協議を行うものとする。【❶】

● 親事業者は、発注の都度、協議を行うもの
とするほか、継続的な発注について下請事
業者からの申出があったときは、定期的な
協議に応じるものとする。【❶】

● 労務費、原材料費、エネルギー価格等のコストが上昇した場合又は発注内容を変更した場合であって、
下請事業者からの申出があったときは、定期的な協議以外の時期であっても、遅滞なく協議に応じる
ものとする。【❶】 

● 建設、大型機器の製造等、見積り及び発注から納品までの期間が長期にわたる取引においては、前払
い比率及び期中払い比率をできる限り高めるよう努めるものとする。【❷】

　 また、期中に労務費、原材料費、エネルギー価格等のコストが上昇した場合であって、下請事業者から
の申出があったときは、期中の価格変更にできる限り柔軟に応じるものとする。【❶】

下請事業者からコスト上昇等による対価の見直しの申出があれば、
定期的な協議時期でなくても、遅滞なく協議に応じることが必要です。

大丈夫？

OIL

ありがとう
ございます！

このご時世ですので・・・・

価格の見直しを
お願いします

見積もり
出したでしょ

ダメ！！
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取引対価は、合理的な算定方式に基づき、
下請事業者の適正な利益を含むよう、
十分な協議を行って決定することが必要です。

● 取引対価は、合理的な算定方式に基づき、下請事業者の適正な利益を含むよう、親事業者及び下請事
業者が十分に協議して決定するものとし、親事業者は、客観的な経済合理性又は十分な協議手続を欠
く協議を行わないものとする。【❶】

① 目標価格又は価格帯のみを提示して、それと辻褄の合う
内容の見積り又は提案を要請すること。

② 過度に詳細な見積りを要請し、それを下請事業者が十
分に作成できないことを理由として、協議を拒むこと。

③ もともと転注するつもりがないにもかかわらず、競合す
る他の事業者への転注を示唆して殊更に危機感を与え
ることにより、事実上、協議をすることなく、親事業者が
意図する取引対価を下請事業者に押し付けること。

④ 競合する他の事業者が取引対価の見直しの要請をして
いないこと、親事業者の納入先が取引対価の見直しを
認めないこと等を理由として、協議を拒むこと。

下請事業者の賃金の引上げを考慮に入れない協議は、
適正な価格協議とは言えません。
特に、外的要因による賃金上昇には十分な配慮が必要です。

● 親事業者は、業種、地域等に応じた一般的な賃金の引上げ水準を十分に考慮しつつ、下請事業者との
間の取引対価を決定するものとする。【❶】

● 親事業者は、できる限り、親事業者における賃金の引上げ率に見劣りしない水準の賃金の引上げが下
請事業者においても実現できるような取引対価の決定に努めるものとする。【❷】

　 特に、最低賃金の引上げ、人手不足への対処等、外的要因により下請事業者の労務費の上昇があった
場合には、その影響を十分に踏まえて取引対価を決定するものとする。【❶】

〔 取引対価の協議に関する望ましくない事例 〕

人手不足対策で労務費が・・・

交渉できませんか？ ダ　　メ
期待できない

バ
ー
ン

この金額で
よろしく！

●▲■◆

赤字だよ・・・

他の案件が
あるから

断れない



振興基準ガイドブック08

不合理・不適正な原価低減要請や原価低減活動を行ってはなりません。

● 親事業者は、客観的な経済合理性又は十分な協議手続を欠く原価低減要請（原価低減を求める見積り
又は提案の提出要請を含む）を行わないものとする。【❶】

● 親事業者及び下請事業者双方が協力して行った原価低減活動の効果を取引対価に反映する場合に
は、当該効果に対する双方の寄与度を踏まえ、合理的に取引対価を設定するものとする。【❶】

交渉経緯の記録保存は、後々のトラブルを防ぐためにも重要です。
議事録などは、なるべく記憶が明確な交渉当日などに作成しましょう。

● 親事業者及び下請事業者双方は、それぞれ取引対価の協議の記録を保存するものとする。【❶】

あんたが
言ったんでしょ

いやいや

後日

10％下げて
くれない

下がったん
ですね！

いいから
3％原価を
切り下げて

理由もなく
そんな無茶ですよ



● 親事業者は、発注に係る物品等の受領後、下請代金をできる限り速やかに支払うものとする。【❶】
　 また、当該受領をした日から起算して60日以内において定める支払期日までに、下請代金を支払うこ
とを徹底する。【❸】
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第4-②　支払方法の改善（約束手形の利用廃止など）

下請代金は、物品受領後、できるだけ速やかに支払う必要があります。
受領後60日を超えると下請代金法の規制対象になります。

● 約束手形等のサイト（約束手形の交付日から満期までの期間又はこれに相当する期間をいう）につい
ては、60日以内とするよう努めるものとする。【❷】

約束手形・電子記録債権等のサイト（満期までの期間）は、
2024年以降、60日を超えるものは規制対象とされる予定です。

公正取引委員会及び中小企業庁は、2024
（令和6）年までに、60日を超えるサイトの約
束手形等を、下請法上「割引困難な手形」等
に該当するおそれがあるとして指導の対象
とするよう、下請法の運用の見直しの検討を
行うことしています。

〔 留意事項 〕

6
5
4

決まりだから
無理

手形の支払サイト
短くなりませんか？

3
2

1

電子記録債権になっても

やっぱり
時間がかかるよ

4
32

1
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約束手形の利用は、
2026年までに全産業界で廃止することが求められています。
その際、できる限り現金払いに切り替えてください。

● 約束手形は、できる限り利用しないよう努めるものとする。【❷】

● 約束手形の利用を廃止するに当たっては、できる限り現金による支払いに切り替えるよう努めるもの
とする。【❷】

●   「成長戦略実行計画」（2021（令和3）年6月18日）において、2026（令和8）年の約束手形の利用の廃止
に向けた取組を促進する旨、閣議決定されています。

●   「第3回中小企業等の活力向上に関するワーキンググループ」（2022（令和4）年2月22日）において、事
業所管省庁から事業者団体に対し、約束手形の利用廃止に向け、各業界における具体的な段取り・
ロードマップを策定するよう要請されています。

●     金融業界に対しても、2026（令和8）年に手形交換所における約束手形の取扱いを廃止することの可否
について検討するよう要請されています。

約束手形を現金払いにする際、
そのコストを下請事業者に負わせてはなりません。

● 手形等の現金化に係る割引料等のコストについては、下請事業者の負担とすることのないよう、親事
業者及び下請事業者双方で十分に協議して決定するものとする。【❶】

〔 留意事項 〕

手形ではなく
現金での取引に
しましょうか

割引料が
引かれてる！！

えっ

現金化

ありがとう
ございます！

手形で支払受領

次回から



● 納品検査の実施方法、検査基準、不合格の場合の取扱いは、あらかじめ下請事業者と協議して定めるものとする。【❶】

● 納品検査は、定めた実施方法、検査基準に基づき、納品後速やかに行うものとする。【❶】

● 親事業者は、検査を合格とした物品について、その後、親事業者の納入先等からの指摘によって引取り、やり直し又は
損害賠償を行うこととなったときは、親事業者がそのコストを全て負担せず、下請事業者にも負担を求めることの必要
性及び合理性の有無を十分に確認するものとする。下請事業者にも負担を求める場合には、下請事業者と十分に協議
を行い、双方が合理的な割合で負担するものとし、一方的に下請事業者に負担させないものとする。【❶】

　（※）検査合格後の返品や、費用の全額を負担せずにやり直させることは、下請法の違反に該当する場合があることに留意。
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第4-③　その他の取引条件の改善（納品検査、型取引など）

自社の納入先等からクレームが入った場合、
合理性なくその負担を一方的に下請事業者に負わせてはなりません。

● 下請事業者に支給材を支給しようとする場合には、保管方法、瑕疵がある場合の取扱い、所要量の算定方法、残材の
取扱い、支給時期、対価の決定方法等の必要な事項を、あらかじめ下請事業者と協議して定めるものとする。【❶】

● 下請事業者に設備等を貸与する場合も、
支給材と同様に必要な事項をあらかじめ
下請事業者と協議して定めるものとする。
【❶】

親事業者は、支給材を支給する場合、
そのルールをあらかじめ下請事業者と協議により定めることが必要です。
設備の貸与の場合も同様です。

金型保管して
おいてね きっと

たぶん使うから 全部ですか

せめて保管料が
ほしい・・・

印刷
完了！ そんな

無茶苦茶な
製本
完了！

OK! 破損

破損分は
無償で再印刷
するのは当然でしょう
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金型などの型については、
型製作費の支払時期、保管費用、量産期間終了後の廃棄の時期など、
あらかじめ協議して定めておくことが重要です。

● 型の取引類型に応じて、型取引の適正化に取り組む。

【類型1】 型のみ又は製品及び型の双方を請負等の取引対象とする取引
【類型2】 取引の対象は製品であるものの、型についても、
　　　　製品に付随する取引として型製作相当費の支払い又は製作、保管等に関する事実上の指示を行う取引
【類型3】 親事業者が、型そのものを取引対象とせず、かつ、型製作相当費の支払い及び型の製作、
　　　　保管等に関する指示を全く行わず、下請事業者の判断で型管理を行う取引
　　　　（類型3においては、親事業者は下請事業者に対し、型に関する指示、廃棄の制限等を行わない）

事　項
類　型

類型1 類型2

事前協議・
取引条件の
明確化

型製作費
の支払

検　収

型の廃棄

型の保管等

備　考

下請事業者と協議の上、型に関する取引条件をできる限り具体的に定め、その内容を書面
等により明示し、下請事業者に交付するものとする。【❶】
また、約定満了前に協議を行って各項目の取扱いを決定し、自動更新しないものとする。
【❶】

親事業者及び下請事業者双方で、支払方法及び具体的に特定できる支払期日を事前に協
議して定めるものとする。【❶】

遅くとも型の引渡しまでに、一括払い等の
方法により型代金を支払うことに努めるも
のとする。【❷】
資金繰りに課題のある下請事業者に対し
ては、契約時に前払いする等、製作工程に
合わせて早期に支払うことに努めるものと
する。【❷】

下請事業者が型製作相当費について一括
払いを要望したときは、できる限り速やか
に支払うよう努めるものとする。【❷】
資金繰りに課題のある下請事業者に対し
ては、一括払い、前払い等、製作工程に合
わせて早期に支払うことに努めるものとす
る。【❷】

検収内容、検収期間、合否の扱い等を書面
等に明示し、検収期間の短縮化の取組に
努めるものとする。【❷】

型が不要になったときは、事前に定めた型
の取扱いに従い、下請事業者に廃棄の指
示を行い、廃棄に要する費用を支払うもの
とする。【❶】

下請事業者が所有する型について、事前
に型の廃棄に係る取扱いを協議して定め
た上で、下請事業者から廃棄申請等があれ
ば、速やかに型の廃棄の可否を決定し、通
知するものとする。【❶】

下請事業者と製品の廃番通知等の情報共有を確実に行うものとする。【❶】
（下請事業者は、型台帳の整備及び保管場所の整理を行う）

下請事業者に型を保管させる場合には、型管理の方法について当事者間で協議し、実際に
必要となる費用を算定した上で、保管に要する費用を支払うものとする。【❶】
保管に関する費用の支払いは、量産期間中はもとより、量産終了後、引き続き下請事業者
に型を保管させる場合においても必要であることに留意する。
型を廃棄するに当たり、製品の残置生産の指示を行う場合には、製品代金、製品の保管費
用等の必要な費用を下請事業者に支払うものとする。【❶】

自らに有利となるよう、一方的に特定の類型の取引として取決めを行うことのないように、
十分留意して取引を行うものとする。【❶】
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● 型の廃棄、返却及び保管に関して、親事業者及び下請事業者は、量産終了に係る連絡、型の廃棄及び
保管に関する諸条件についての定期的な協議及び連絡、量産終了後一定期間を経過した型の廃棄を
前提とした協議を行うものとする。【❶】

● 親事業者は、自らの型取引の適正化の取組の効果をサプライチェーンの末端まで浸透させるため、下
請事業者に働きかけを行うものとする。【❶】

● 「型取引の適正化について」（令和2
年1月17日20200110中第2号）付属
資料「型の取扱いに関する覚書」を活
用するものとする。【❶】

● 型・治具の無償保管要請を行わない
ことを徹底する。【❸】

親事業者は、下請事業者に過度の長時間労働の強要や割増賃金の
未払いなど、働き方改革を阻害するような取引を行ってはなりません。

● 親事業者は、自らの取引に起因して、下請事業者が労使協定の限度を超える長時間労働や割増賃金の未
払等の労働基準関連法令に違反することがないよう十分に配慮して、取引を行うものとする。【❶】

● やむを得ず、短納期発注や急な仕様変更等を行う場合には、下請事業者に発生する増加コストを負担
するものとする。【❶】

● 下請事業者の人員、業務量の状況をできる限り把握するよう努めるものとし【❷】、下請事業者の働き 
方改革の阻害又は不利益となるような取引や要請を行わないものとする。【❶】

どうしよう・・・

金型代は
24回払いだから

金型代は一括で
お願いしま～す

働き方改革！

ごめん
発注遅れました なんでこっちに

しわ寄せ
がくるんだよ！

よろしく！
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第5 下請事業者の連携の推進
（※）下請振興法第8条第1項「特定下請連携事業計画」の認定基準に関する規定です。
　　「特定下請連携事業計画」を策定されたい方は、振興基準の原文をご参照ください。

第6

● 下請事業者が自主的に行う仕入先との間の取
引対価の決定等について、親事業者は不当に
干渉しないものとする。【❶】

● 協賛金、協力金、陳列応援の要請など、下請事
業者に経済上の提供要請をする場合には、事
前に負担額や算出根拠等の条件を明確にし、
下請事業者の利益に十分に配慮して協議を行
い、書面等により合意するものとする。【❶】

下請事業者の自主的な事業運営の推進

親事業者は、下請事業者とその仕入先との間の
価格決定に不当に干渉したり、下請事業者の利益が不明確な
協力金などの要請をしてはなりません。

● 親事業者及び下請事業者は、自然災害、サイバー攻撃、感染症、国際情勢の変化等の事業活動基盤に
おける重大な障害発生時に備え、中小企業等経営強化法に基づく事業継続力強化計画又は連携事業
継続力強化計画の策定、事業継続計画（BCP）の策定及び事業継続マネジメントの実施に努めるもの
とする。【❷】

● 下請事業者は、親事業者及び下請事業者双方の責めに帰すことができない自然災害等による被害が
生じた場合、速やかに親事業者に通知するよう努めるものとする。【❷】

● 親事業者は、下請事業者の被害状況を確認しつつ、できる限り復旧を支援し、取引関係の継続や優先
的な発注に努め、下請事業者に取引上一方的な負担を押し付けることがないよう、十分に留意するも
のとする。【❷】

親事業者及び下請事業者は、自然災害等の障害発生時に備え、
事業継続計画（BCP）の策定など、平時から協力することが求められます。

協賛金
お願いします！

ダメですよ

取引中止
じゃあ

にしようかな

購入先教えて

創業祭
え



● 親事業者は、下請事業者から取引条件の改善、代金支払など取引紛争に関す
る協議の申出があった場合には、協議に応じるものとする。【❶】

● 下請事業者は、必要に応じて「下請かけこみ寺」のあっせん等を活用すること
等により、紛争の円滑な解決に努めるものとする。【❷】
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第7 下請取引に係る紛争解決の促進

（※）下請かけこみ寺：国（中小企業庁）が全国本部（東京）＋47都道府県の計48カ所に設置した相談窓口。
　 　中小企業の取引上の悩み相談を相談員や弁護士が受け付け、調停人（弁護士）による裁判外紛争処理の機能も有します。

下請かけこみ寺、下請ADR（裁判外紛争処理手続）が活用できます。

● 親事業者は、下請事業者が取引条件について不満、問題等を抱えていないか定期的な聞き取りを行う
等、下請事業者が申出をしやすい環境の整備に努めるものとする。【❷】

● 第三者的立場の相談窓口を設置し、匿名性を確保しつつ下請事業者からの相談等に応じるとともに、
当該相談窓口を設けていることを定期的に下請事業者に通知するよう努めるものとする。【❷】

● 調達に係る責任者から担当者に至るまで、下請取引を行う上で必要な関係法令等（独禁法、下請法、こ
の振興基準、自社のパートナーシップ構築宣言など）に対する理解を深めるよう、社内における研修、
啓発、教育等を十分に実施するものとする。【❶】

取引の適正化のため、第三者的立場の相談窓口の設置や、
社内責任者・担当者への研修・啓発・教育の徹底など、
社内体制の整備が必要です。

● 親事業者は、交渉の目的を大きく逸脱する言動、交渉の手段
として不適切な言動などにより、下請事業者の責任者又は担
当者に精神的又は身体的な威圧を加えること（いわゆるハラ
スメント的対応）で、下請事業者の取引上の意思決定を特定
方向に強制する等の不当な取扱いをしないものとする。【❶】

下請事業者の取引上の意思決定を歪曲させる威圧的交渉
（いわゆるハラスメント的な交渉）をしてはなりません。

それ法律で
決まってるの？

OIL



● 親事業者は、下請事業者の秘密情報につ
いて、事前承諾を得ずに、取得し、又は開
示を強要しないものとする。【❶】

● 親事業者が下請事業者の秘密情報を知っ
た場合に、事前承諾を得ずに、利用し、又
は第三者に開示しないものとする。【❶】

● 親事業者は、下請事業者の秘密情報を知
り得る第三者に対し、これを自ら等に提供
することを要請しないものとする。【❶】
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第8-①　知的財産の保護・取引適正化

親事業者は、下請事業者が秘密として管理している
情報（秘密情報）の開示を強要したり、無断で利用してはなりません。

● 共同研究開発によって得られた成果の帰属は、技術及びアイデアの貢献度によって決められることが
原則であり、親事業者が共同研究開発の費用の全額を支出した場合であっても、当然にその成果が親
事業者のみに帰属するものではないことに留意する。また、下請事業者と十分に協議を行った上で、
貢献度に応じ、下請事業者の適正な利益に十分配慮して、その帰属を決定するものとする。【❶】

● 親事業者が下請事業者から提供され、又は知り得た技術上又は営業上の秘密等について、事前承諾
を得ずに、譲渡し、又は出願等をして、親事業者等に権利を帰属させないものとする。【❶】

共同研究開発等の成果に関する権利の帰属については、
両者の貢献度に応じ、下請事業者の利益に十分配慮して
決定する必要があります。

一緒に
頑張り
ましょう

祝！特許技術は
まかせて
ください

めざせ特許！

その後

共同出願じゃないんですか

独り占めは酷い

うちの技術を
勝手に！！！

データ
ちょうだいコレですね はい

これで
作れる？
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技術情報等は重要な財産であり、
データ取扱い等を適正化するとともに、提供を受ける際は、
技術料を含む相当な対価を支払う必要があります。

● 親事業者が下請事業者から提供を受けた技術情報等の対価を支払うときには、適切な対価となるよ
う十分に配慮して支払うものとする。【❶】

● 下請事業者の意図しない技術データ等の流出防止のため、親事業者及び下請事業者は、秘密保持契
約を含む取決めを書面化するものとする。【❶】

● 製造委託の目的物とされていない技術データ等を下請事業者の意向に沿わない形で提供させないも
のとする。【❶】

● 親事業者が技術データ等の提供を求め、又は利用するときには、製造技術、ノウハウ等の作出に要し
た費用、人件費等を含む相当な対価を支払うものとする。【❶】

技術 ノウハウ 人件費

それ込みでの
発注したつもり
なんだけど！

データ提供は
いいんですが

対価を
いただきたい・・・



● 親事業者及び下請事業者は、事業所管省庁が策定した業種別ガイドラインを遵守するよう努めるもの
とする。【❷】

● 親事業者は、業種別ガイドラインに定める内容を反映したマニュアル、社内ルール等を整備し、自社の
調達業務に浸透させるよう努めるものとする。【❷】

● 事業者団体等は、「自主行動計画」の策定及び継続的なフォローアップを行うとともに、フォローアップ
の結果を踏まえた定期的な改定を行い、サプライチェーン全体の取引適正化に努めるものとする。
【❷】
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第8-②　業種別ガイドライン・自主行動計画、パートナーシップ構築宣言

「業種別ガイドライン」を遵守するとともに、
親事業者は、事業者団体の「自主行動計画」に
関する取組への積極的な協力が求められます。

● 親事業者は、公益社団法人 全国中小企業振興機関協会のパートナーシップ構築宣言ポータルサイト
（https://www.biz-partnership.jp/index.html）に掲載されているひな形を基に、パートナーシップ
構築宣言を行うよう努めるものとする。【❷】

● パートナーシップ構築宣言を行った親事業者は、取引適正化に係る施策の進展、取引環境の変化等を
踏まえ、定期的に宣言内容の見直しを行うよう努めるものとする。【❷】

● パートナーシップ構築宣言を行った親事業者は、自社の
パートナーシップ構築宣言について、社内広報、訓示、
研修等により、営業・調達等の現場担当者まで浸透する
よう努めるとともに、下請事業者への周知に努めるもの
とする。【❷】

親事業者は、パートナーシップ構築宣言を行い、
それを定期的に見直すとともに、
社内及び下請事業者に周知することが求められます。

ガイド
ライン
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「下請かけこみ寺」は、下請取引の適正化を推進することを目的として
国（経済産業省 中小企業庁）が全国48か所に設置したものです。
本部（全国中小企業振興機関協会）と各都道府県に設置された中小企業振興機関に設置されています。

【受付時間】
平日 9：00～12：00／13：00～17：00（土日・祝日・年末年始を除く）
お近くの「下請かけこみ寺」に直接つながります。

中小企業の取引上の悩み相談を相談員や弁護士が受け付けます。

下請かけこみ寺（通話料無料）相談用フリーダイヤル

相談
無料

秘密
厳守

匿名相談
可能

全国
48か所

電話相談
電話で相談員が
お答えします

オンライン相談
オンライン上の対話で
相談員がお答えします

対面相談
対話で相談員が
お答えします

0120-418-618
消費税転嫁対策相談専用

下請かけこみ寺 検索

（通話料無料）相談用フリーダイヤル

0120-300-217
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● 取引先との共存共栄の取り組みや「振興基準」の遵守について、代表者の名前で宣言します。
● 各企業の宣言内容がポータルサイトに掲載されます。
● 宣言企業は、名刺などにロゴマークを使用できます。
● 賃上げ促進税制の活用や、一部補助金での加点措置を受けることができます。

平成29年1月より、中小企業庁では、取引調査員（下請Gメン）を配置して、下請等中小企業者を訪問しています。
秘密保持を前提としてお話しを伺い、国や業界が定めるルールづくりに反映するなど、
適正取引に向けた取組を強く促していきます。

取引先との共存共栄の関係を築きましょう。

下請Gメン

中小企業庁 事業環境局 取引課

法執行に関する窓口

03-3501-1669

パートナーシップ構築宣言 検索

下請Gメン 検索

 各種相談窓口 下請法申告受付窓口


